
 

事業承継支援人材育成事業 委託仕様書 

 

１ 目的 

この仕様書は、委託者（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託する「事

業承継支援人材育成事業」を円滑かつ効果的に運営するため必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

２ 委託業務の内容 

  この事業は、後述する（１）及び（３）の研修を通して、事業承継支援に当たる人材の育成  

を図る。また、（２）の研修を通して、事業承継を考える県内中小企業者等において、事業承継  

の実行を後押しする。支援機関及び県内中小企業者等両方に対し事業承継の支援を行う。 

以上により、地域を支える県内中小企業者等の事業承継の課題解決に資することを目的とする。 

（１）商工団体・金融機関・市町村職員向け研修 

県内中小企業にとって身近な相談窓口である商工団体、金融機関等の中小企業支援担当者及

び市町村職員に事業承継の研修を浜中会津で各１回、合計３回実施することにより、相談対応

ができる人材を確保し、相談機能の強化を図ることを目的とする。 

乙は、当事業の目的を達成するため、商工団体、金融機関の中小企業支援担当者及び市町村

職員等を対象とした研修会を実施する。委託業務の内容は、次のとおりとする。 

① 講師等必要な専門家の依頼 

商工団体等の中小企業支援担当者が習得すべき事業承継の知識、実務上の手続きについ

て、独立行政法人中小企業基盤整備機構等に講師を依頼する。講義内容の決定や使用資料の

作成を講師に依頼する。 

② 講師との打ち合わせ等 

事務補助職員を１名雇用し、その職員とともに研修準備を行う（事務補助職員は（２）経  

営者向け研修 (３) 税理士向け研修を兼務する）。講師との打ち合わせ（日程調整や司会  

等含む）、講師への旅費及び謝金の支払いや講師が準備した研修資料のとりまとめ（印刷含 

む）、会場の手配、受講者の募集受付、当日の司会進行、研修資料配布及び送付等を行う。 

③ 研修環境の整備 

当日の会場準備を行う。オンラインでも同時開催とする。オンライン環境を整備し、当日

の研修内容を録画・撮影する。 

④ 受講者の募集、広報活動 

商工団体、金融機関、市町村等６００先へチラシを配布し、１００名程度を目標に受講者

を集める。商工団体、金融機関、市町村等に訪問するなど広報活動を行う。 

⑤ アンケートの実施、データの取りまとめ 

会場受講者にはアンケート回答を会場内で依頼し、オンライン受講者にはオンライン上で  

アンケートを実施する。実施後は回答データの取りまとめを行い、当該データは実施報告の 

際に甲に提出する。 

（２）経営者向け研修 

    経営者に対し事業承継に関する研修を会津若松市で１回実施することにより、事業承継を実  

行する経営者を増やすことを目的とする。事業承継税制の活用も呼びかける。 

乙は、当事業の目的を達成するため、県内経営者を対象とした研修を実施する。委託業務の

内容は次のとおりとする。 

① 講師等必要な専門家の依頼 

事業承継の知識や参考事例等の周知について、独立行政法人中小企業基盤整備機構に講師 



 

を依頼する。講義内容の決定や使用資料の作成を講師に依頼する。 

② 講師との打ち合わせ等 

事務補助職員とともに研修準備を行う（事務補助職員は（１）商工団体・金融機関・市町 

村職員向け研修（３) 税理士向け研修を兼務する）。講師との打ち合わせ（日程調整や司会 

等含む）や講師が準備した研修資料の取りまとめ（印刷含む）、会場の手配、受講者の募集 

受付、当日の司会進行、研修資料配布及び送付等を行う。 

③ 研修環境の整備 

当日の会場準備を行う。オンラインでも同時開催とする。オンラインの環境を整備し、当   

日の研修内容を録画・撮影する。 

④ 受講者の募集、広報活動 

（株）東京商工リサーチ作成データより抽出した３，０００先へチラシを配布し、１００

名程度を目標に受講者を集める。商工団体や金融機関に訪問するなど広報活動を行う。 

⑤ アンケートの実施、データの取りまとめ 

   会場受講者にはアンケート回答を会場内で依頼し、オンライン受講者にはオンライン上で

アンケートを実施する。実施後は回答データの取りまとめを行い、当該データは実施報告の

際に甲に提出する。 

 (３)税理士向け研修 

事業承継を実施するには、贈与税や相続税等の税制の知識が必要になるが、事業者によって

は顧問税理士を設置していないケースもあり、専門家の支援を必要としている。事業承継を支

援する税理士を増やし、事業者への支援強化を目的とする。 

乙は、当事業の目的を達成するため、税理士を対象とした研修を郡山市で１回実施する。委

託業務の内容は、次のとおりとする。 

① 講師の依頼 

講師１名の選定は、東北税理士会福島県支部連合会に依頼する。講義内容の決定や使用資 

料の作成を講師に依頼する。 

② 講師との打ち合わせ等 

事務補助職員とともに研修準備を行う。（事務補助職員は（１）商工団体・金融機関・市 

町村職員向け研修（２）経営者向け研修を兼務する）講師との打ち合わせ（日程調整や司会 

等含む）、講師への旅費及び謝金の支払や講師が準備した研修資料のとりまとめ（印刷含む）、 

会場の手配、受講者の募集受付、当日の司会進行、研修資料配布及び送付等を行う。 

③ 研修環境の整備 

当日の会場準備を行う。オンラインでも同時開催とし、オンラインの環境整備も行う。当 

日の研修内容を録画・撮影する。 

④ 受講者の選定、広報活動   

下記の事項について、東北税理士会福島県支部連合会に依頼する。乙は５００先にチラシ  

を配布し、受講者を各回５０名、合計１００名程度を目標に受講者を集めるなど広報活動を 

行う。 

ア 集合研修受講者の選定 

イ リモート受講希望者の募集 

⑤ アンケートの実施、データの取りまとめ 

   会場受講者にはアンケート回答を会場内で依頼し、オンライン受講者にはオンライン上で

アンケートを実施する。実施後は回答データの取りまとめを行い、当該データは実施報告の

際に甲に提出する。 

 

３ 提出書類 



 

乙は、次の各号に掲げる書類を甲の指定する日までに提出しなければならない。 

（１）委託業務着手届（別記第１号様式） 

（２）委託業務完了報告書（別記第２号様式） 

（３）実績報告書（別記第３号様式） 

   なお、委託料については、実績報告に基づいて清算手続きを行う。 

（４）その他甲が必要と認める書類 

 

４ 成果品 

委託契約書第１０条第１項に定める成果品は、次のとおりとする。 

（１） 研修会開催報告書（別記第４号様式） 

（２） その他甲が必要と認める書類 

 

５ 業務上の留意事項 

（１）本業務の実施に当たって必要となり取得する財産は、取得価格又は効用の増加価格が

５０万円未満であること。 

なお、１０万円を超える備品等について、リースあるいはレンタルで対応できるもの

は、財産の取得ではなく、極力リース等で対応すること。 

（２）本仕様書において疑義又は不明な点が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものと

する。 

 

６ 委託料の概算払 

委託契約書第１１条第６項に定める委託料概算払請求書については、別記第５号様式の

とおりとする。 

 

７ 委託事業により発生した収益の取扱い 

委託期間終了後に委託契約額を確定した結果、委託事業の実施により発生した収入があ

る場合、得られた収入から委託契約額を上回る事業費を差し引いた額を返還するものとす

る。 

 

８ 財産権の取扱い 

乙の委託業務の実施に伴って取得した財産は、原則として甲に帰属するものであるが、

次の全ての要件を満たした場合は、甲に申し立てて乙に帰属させることができるものとす

る。 

（１）財産に関して出願・申請の手続を行う場合、甲に報告すること。 

（２）甲が公共の利益のために要請する場合、甲に対し、当該財産を無償で利用する権利を許諾

すること。 

（３）正当な理由なく取得した財産を相当期間活用していない場合、甲の要請に応じて第三者へ

の実施許諾を行うこと。 

（４）乙が財産に関する事業を実施しなくなった場合、当該財産を事業の目的に従い、希望する地

域の関係者に譲渡する等、公益かつ公平な取扱を行うこと。 

 

９ 暴力団排除条項を確認するための書類 

契約書第１２条第１項第２号を確認するため、次の書類を甲の指定する日までに提出し

なければならない。 

（１）暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（別記第７号様式） 



 

（２）役員一覧（別記第８号様式） 

 

１０ その他 

（１） 委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる国や県等の交付

金、補助金、助成金等との併給はできないこと。 

（２） 委託業務に関連する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存するものとする。 


